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器具、容器包装の材質別規格 
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＊「加熱調理器具」とは、加熱して使用することを主目的として製造されたもの（鍋、グラタン皿な

ど）又は、加熱調理用、直火用、オーブン用、電子レンジ用などと明示されたものであって、概ね

100℃を超えて調理を目的に使用されるものをいう。したがって、カタログ等で料理レシピに食品の写

真とともに当該製品に入れ電子レンジで○分加熱調理などの記載があるものは、加熱調理用に該当す

る。ただし、取扱説明書などに電子レンジでも使用できますなどの記載がある製品であっても、電子レ

ンジでの加熱調理を目的とした製品ではなく、盛りつけた食品の温め直しなどに短時間電子レンジをか

けるだけの普通のご飯茶碗やマグカップは、加熱用調理器具には含めない。また、100℃以下で使用さ

れる熱燗の徳利や、蒸し器の中で使用され、主に水蒸気により 100℃以下で加熱される茶碗蒸しの器等

は、加熱用調理器具には含めない。 

（「ガラス製、陶磁器製又はホウロウ引きの器具又は容器包装の材質別規格及び器具若しくは容器包装

又はこれらの原材料一般の規格の改正並びに器具及び容器包装の製造基準に係るＱ＆Ａ」（平成 20 年 8

月 11 日付け食安基発第 0811001 号別添）） 
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＊１ 「蒸発残留物」の試験を実施する際は、接触する食品の特性を確認してから、下表に掲げる浸出

用液について、登録検査機関等に検査を依頼してください。なお、接触する食品を限定しない場合

は、全項目の試験を実施してください。 

＊２ 「油脂及び油脂性食品」とは、食品中又は食品表面の油脂含量がおおむね 20％以上であって、乾

燥した固形食品以外の食品をいう。 

＊３ 「酒類」とは、アルコール分１％以上を含有する飲料をいう。 
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＊１ 「蒸発残留物」の試験を実施する際は、接触する食品の特性を確認してから、下表に掲げる浸出

用液について、登録検査機関等に検査を依頼してください。なお、接触する食品を限定しない容器

包装の場合は、全項目の試験を実施してください。 

＊２ 「油脂及び油脂性食品」とは、食品中又は食品表面の油脂含量がおおむね 20％以上であって、乾

燥した固形食品以外の食品をいう。 

＊３ 「酒類」とは、アルコール分１％以上を含有する飲料をいう。 

 

＊ いわゆるニップル（乳首）部分をいいます。 
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金属缶（乾燥した食品（油脂及び脂肪性食品を除く。)を内容物とするものを除く。） 
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＊ また、この場合であって，水を侵出溶液として用いたときの蒸発残留物の量が 30μg／mL を超える

場合は、クロロホルム可溶物量として 30μg／mL 以下。 

 

＊１ 「ヒ素」、「鉛」、「カドミウム」の試験を実施する際は、接触する食品のｐH を確認してから、下

表に掲げる浸出用液について、登録検査機関等に検査を依頼してください。 

 

＊２ 「蒸発残留物」の試験を実施する際は、接触する食品の特性を確認してから、下表に掲げる浸出

用液について、登録検査機関等に検査を依頼してください。なお、接触する食品を限定しない場合

は、全項目の試験を実施してください。 

＊３ 「油脂及び油脂性食品」とは、食品中又は食品表面の油脂含量がおおむね 20％以上であって、乾

燥した固形食品以外の食品をいう。 

＊４ 「酒類」とは、アルコール分１％以上を含有する飲料をいう。 

 

 

※一部、原材料の材質別規格や試験法の変更について、令和 8 年 6 月 1 日から施行されます。当情報は

これを反映しておりませんので予めご了承ください。詳細については消費者庁ホームページをご確認く

ださい。 

https://www.caa.go.jp/policies/policy/standards_evaluation/appliance 

 


